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病院事業会計 305,290 399,538 94,248 0 7,912 353,956 353,956 0 ▲ 40,754 0 40,754 1,015,769 1,015,769 - 744,996 0.3
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※法適用企業表の(６)及び法非適用企業表の（５）は、資金不足の場合「▲」で表示され、資金不足比率欄に値が計上される。  

　資金不足比率欄は、資金不足ではない場合、「－」が表示される（自動計算）。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　

※控除企業債等は、1年以内に償還期限のくる企業債で、建設改良費の財源となったもの。
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公営企業会計等に係る資金不足額等　（総括表）
14,977,243


